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参考資料　１

１
．
開
講
授
業
科
目
一
覧
（
平
成

1
9
年
度
）
 

広
島
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
法
務
専
攻
 

科
　
　
目
 

公
法
系
科
目

�
（
憲
法・
行
政
法
） 

授
業
科
目
名
 

憲
法
１

�
憲
法
２

�

憲
法
３

�
� 公
法
１

�
公
法
２

�
公
法
３

�
 公
法
演
習

�
� 民
法
１

�
民
法
２

�
民
法
３

�
民
法
４

�
民
法
５

�
会
社
法
１

�
会
社
法
２

�
民
事
訴
訟
法
１

�
民
事
訴
訟
法
２

�
民
事
法
１

�
民
事
法
２

�
民
事
法
３

�
民
事
法
４

�
商
事
法
１

�
商
事
法
２

�
民
事
手
続
法

�
   民
事
法
総
合
演
習

�
� � � � 民
法
演
習

�
商
事
法
演
習

�
刑
法
１

�
刑
法
２

�
刑
事
訴
訟
法

�
刑
事
法
１

�
刑
事
法
２

�
刑
事
手
続
法

�
 刑
事
法
総
合
演
習
 

専
・
他

�
専
・
他

�
専
・
他

�
専

�
専
・
他

�
専

�
専

�
専

�
専
・
他

�
兼
任

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専
・
他

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専

�
実
・
専

�
実
・
み

�
実
・
み

�
専

�
専

�
専

�
専

�
専
・
他

�
専
・
他

�
兼
任

�
専
・
他

�
専
・
他

�
実
・
専

�
専
・
他

�
専
・
他

�
実
・
専

�
実
・
み

�
専
・
他

�
実
・
専

�
兼
担
 

前
期

�
後
期

�

前
期

�
�

後
期

�
前
期

�
後
期

�
 

後
期

�
�

前
期

�
後
期

�
前
期

�
後
期

�
前
期

�
後
期

�
後
期

�
前
期

�
後
期

�
前
期

�
前
期

�
後
期

�
後
期

�
前
期

�
後
期

�
前
期

�
   

後
期

�
� � � �

後
期

�
夏
季
集
中

�
前
期

�
後
期

�
後
期

�
前
期

�
前
期

�
前
期

�

後
期

�
�

後
期
 

学
 期
 

担
当
教
員
 

名
　
前
 

分
類
 

授
業
科
目
内
容
の
概
要
 

法 　 律 　 基 　 本 　 科 　 目  

2� 2� 2� � 2� 2� 2� � 2� � 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� � � � 2� � � � � 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� � 2� �単 位 数  

必
修

�
必
修

�

必
修

�
�

必
修

�
必
修

�
必
修

�
 

選
択

�
�

必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
   

必
修

�
� � � �

選
択

�
選
択

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�
必
修

�

必
修

�
�

必
修

�
�必 修 ・  

選 択 等  

講
義

�
講
義

�

講
義

�
�

講
義

�
講
義

�
講
義

�
 
演
習

�
�

講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
   

講
義・
演
習

�
� � � �
演
習

�
演
習

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�
講
義

�

演
習

�
�
演
習

�
�授 業 方 法  

（ 形   態 ） 

14 38 16

開 講 単 位  

数 合 計  

シ ラ バ ス 等  

の ペ ー ジ  

59（
0）

�
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�
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�
�
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�
56（

0）
�

49（
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�
�

20（
0）

�
�
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�
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0）

�
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�
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0）

�
66（
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�

66（
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�
59（

0）
�

65（
0）

�
58（

0）
�

53（
0）

�
54（

0）
�

48（
0）

�
55（

0）
�

55（
0）

�
54（

0）
�

� � �

51（
0）

�
� � � �

15（
0）

�
42（

0）
�

60（
0）

�
66（

0）
�

63（
0）

�
57（

0）
�

11（
0）

�
55（

0）
�

25（
0）

�
�

25（
0）

�
�

受 講 学 生 数  

（ う ち 、 L
S
外  

の 学 生 ） 
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�
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�
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�
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�
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�

30
�

30
�

30
�

30
�

30

時 間 数  

（ 時  間 ） 

毎
年

�
毎
年

�

毎
年

�
�

毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
 

毎
年

�
�

毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
   

毎
年

�
� � � �

毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�
毎
年

�

毎
年

�
�

毎
年

�
�

開 講 方 法  

1� 1� 1� � 2� 2� 2� � 3� � 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� � � � 3� � � � �
2・

3� 3� 1� 1� 1� 2� � 2� 3� � 3� �

配 当 年 次  2�
再
履
修
者
対
象
 

門
　
田
　
　
　
孝

�
門
田
　
孝

�
門
田
　
孝

�
佐
伯
祐
二

�
門
田
　
孝

�
佐
伯
祐
二

�
佐
伯
祐
二

�
佐
伯
祐
二

�
門
田
　
孝

�
芥
　
川
　
　
　
宏

�
野
田
和
裕

�
野
田
和
裕

�
岡
本
友
子

�
岡
本
友
子

�
神
野
礼
斉

�
片
木
晴
彦

�
片
木
晴
彦

�
田
邊
　
誠

�
田
邊
　
誠

�
岡
本
友
子

�
野
田
和
裕

�
岡
本
友
子

�
野
田
和
裕

�
片
木
晴
彦

�
片
木
晴
彦

�
田
邊
　
誠

�
小
濱
意
三

�
大
迫
唯
志

�
佐
藤
崇
文

�
野
田
和
裕

�
岡
本
友
子

�
片
木
晴
彦

�
田
邊
　
誠

�
神
野
礼
斉

�
神
野
礼
斉

�
後
藤
紀
一

�
小
田
直
樹

�
小
田
直
樹

�
大
久
保
　
隆
　
志

�
小
田
直
樹

�
小
田
直
樹

�
大
久
保
　
隆
　
志

�
石
口
俊
一

�
小
田
直
樹

�
大
久
保
　
隆
　
志

�
松
生
　
健
 

* * *

刑
事
系
科
目

�
刑
法
・
刑
事

�
訴
訟
法
 

（
　
　
）
 

民
事
系
科
目
 

民
法・
商
法・
 

・ 
・ 

・
9

岡
本
友
子

�
野
田
和
裕

�
岡
本
友
子

・
9

岡
本
友
子

�
野

�
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民
事（
佐
藤
担
当
）で
は
、委
任
契
約
、利
益
相
反
、守
秘
義
務
、相
手
方
及
び
裁
判
所
と
の
関
係
な
ど
に
焦
点
を
当
て
る

が
、裁
判
官
倫
理
も
検
討
す
る
。
そ
し
て
民
法
、商
法
、民
事
訴
訟
法
と
リ
ン
ク
し
た
形
で
法
曹
倫
理
を
学
ぶ
。
 

刑
事（
武
井
担
当
）で
は
、判
断
に
迷
う
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
具
体
的
設
問
と
し
て
と
り
あ
げ
、レ
ポ
ー
ト
の
作
成
、

授
業
に
お
け
る
議
論
を
通
じ
、基
本
的
考
え
方
を
習
得
さ
せ
る
。
 

法
曹
倫
理
１
で
習
得
し
た
、実
務
家
法
曹
と
し
て
の
倫
理
上
の
基
本
的
考
え
方
を
も
と
に
、よ
り
発
展
的
な
事
例
を
検
討
す
る
。
 

１
）
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
な
ど
典
型
的
な
訴
訟
事
例
に
つ
い
て
、要
件
事
実
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
を
学
ぶ
。

�
２
）
実
際
の
訴
訟
事
例
に
つ
い
て
、主
張
整
理
の
方
法
、事
実
認
定
の
基
礎
を
学
習
す
る
。
 

オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
と
し
、前
半
で
訴
訟
関
係
文
書
を
、後
半
で
基
本
的
な
各
種
法
文
書（
主
に
契
約
書
）を
テ
ー
マ
に
、法

文
書
作
成
の
要
領
並
び
に
留
意
点
を
検
討
す
る
。
 

１
）
ガ
イ
ダ
ン
ス
、模
擬
相
談
、法
務
研
究
科
附
属
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス・
セ
ン
タ
ー
で
の
相
談
傍
聴
。
 

２
）
１
）を
経
た
う
え
で
、夏
季
休
業
期
間
中
に
、実
際
に
市
民
か
ら
の
法
律
相
談
を
担
当
す
る
。
 

夏
季
休
業
期
間
中
に
、広
島
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
の
法
律
事
務
所
に
お
け
る
研
修
と
し
て
実
施
す
る
。
 

１
）
民
事
訴
訟
手
続
の
流
れ
の
理
解
 

２
）
書
面
作
成
、事
情
聴
取
技
術
、尋
問
技
術
、訴
訟
指
揮
な
ど
訴
訟
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
実
践
的
能
力
の
養
成
 

現
代
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像
を
把
握
さ
せ
た
後
、法
的
問
題
処
理
の
過
程
に
お
け
る
法
令
・
判
例
・
学
説
等
の
意

義
及
び
そ
の
読
み
方
の
解
説
を
含
め
て
、法
律
専
門
家
が
有
す
べ
き
専
門
技
法
と
し
て
の「
法
情
報
調
査
」の
方
法
の
習

得
を
も
内
容
と
す
る
。
 

な
お
、本
科
目
は
、本
研
究
科
で
提
供
す
る
授
業
科
目
の
系
統
的
な
理
解
を
促
す
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
科
目
で
あ
る
。
 

言
語
的
情
報
処
理
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
、法
律
の
学
習
→
試
験
答
案
の
作
成
→
法
実
務
家
の
問
題
処
理
を
、技

法
的
に
連
続
性
の
あ
る
も
の
と
と
ら
え
、こ
の
課
題
に
対
し
て
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
論
を
、

現
代
の
法
学
方
法
論
の
観
点
か
ら
新
し
く
組
み
直
し
た
「
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
」
の
知
見
を
方
法
論
的
な
ベ
ー
ス
に
し
て
、そ

れ
ら
の
考
え
方
を
実
際
の
法
的
な
問
題
処
理
の
中
で
活
用
す
る
た
め
の
様
な々
技
法
を
、実
習
を
通
し
て
、習
得
さ
せ
る
こ

と
を
目
標
と
す
る
。
 

レ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
を
ま
ず
紹
介
し
、次
い
で
、レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
を
、論
証
の
部
分
と
表
現
の
部
分
を
中
心
に
概
説
す
る
。
そ
の
後
、

現
代
の
法
律
学
文
献（
法
律
学
の
教
科
書
、判
例
、問
題
集
等
）を
素
材
に
し
て
、こ
れ
ら
の
技
法
で
分
析
・
処
理
を
行
う
。
 

ど
の
よ
う
な
問
題
が
出
て
き
て
も
、そ
の
第
一
歩
と
し
て
解
決
の
て
が
か
り
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
と
ト

ポ
ス
論
の
技
法
を
習
得
す
る
。
 

伝
統
的
な
法
哲
学
の
分
野
に
限
定
せ
ず
、法
制
史
、ロ
ー
マ
法
、法
社
会
学
、比
較
法
等
の
基
礎
法
学
の
分
野
、そ
れ
に

加
え
て
論
理
学
、倫
理
学
等
の
一
般
哲
学
の
分
野
か
ら
の
様
な々
知
見
を
紹
介
し
、議
論
を
行
い
、実
務
法
律
家
と
し
て

の
価
値
判
断
問
題
へ
の
対
処
の
し
か
た
と
専
門
家
的
正
義
感
覚
の
涵
養
を
目
的
と
す
る
。
 

政
治
学
的
な
視
点
か
ら
、わ
が
国
の
立
法
過
程
を
、政
策
過
程
の
諸
段
階
に
即
し
て
検
討
す
る
。そ
し
て
、各
段
階
の
主

要
な
行
為
主
体
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、そ
れ
ら
の
活
動
の
生
理
と
病
理
に
つ
い
て
検
討
し
、民
主
主
義
的
か
つ
効
率
的

で
有
効
性
の
高
い
政
府
活
動
を
実
現
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か
を
考
え
る
。
 

米
国
の
法
制
度
、と
く
に
民
事
訴
訟
制
度
を
中
心
に
講
義
す
る
。
 

１
）
別
途
開
設
さ
れ
る「
金
融
取
引
法
」
、「
金
融
シ
ス
テ
ム
法
」
お
よ
び
「
先
端
金
融
法
」
の
よ
り
効
果
的
な
習
得
に
資
す

る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
、そ
の
前
提
と
な
る
幅
広
い
金
融
知
識
を
提
供
す
る
。
 

２
）
ま
ず
金
融
の
基
本
的
な
仕
組
み
と
機
能
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、金
融
取
引
や
市
場
に
関
す
る
制
度
の
整
備
、金
融

機
関
に
対
す
る
監
督
・
規
制
等
の
金
融
行
政
、金
融
政
策
の
仕
組
み
と
運
営
、等
の
最
新
動
向
と
課
題
に
つ
い
て
、講

義
と
討
議
を
行
う
。
 

１
）
実
際
の
事
件
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
記
録
教
材
を
使
用
し
て
議
論
を
行
う
。
 

２
）
事
実
認
定
上
及
び
法
律
上
の
問
題
点
を
検
討
す
る
ほ
か
、現
実
の
事
件
処
理
に
お
い
て
生
じ
得
る
実
務
的
な
問
題

点
に
つ
い
て
も
議
論
す
る
。
 

３
）
法
曹
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
を
意
識
し
な
が
ら
、実
務
的
観
点
に
立
っ
て
検
討
す
る
。
 

科
　
　
目
 

エ
ク
ス
タ
ー
ン
 

シ
ッ
プ

�

ク
リ
ニ
ッ
ク
 

法
曹
倫
理
 

民
事
訴
訟
 

実
務
の
基
礎

�

刑
事
訴
訟
 

実
務
の
基
礎

�

法
文
書
作
成
 

ロ
ー
ヤ
リ
ン
グ・
 

模
擬
裁
判

�

授
業
科
目
名
 

 法
曹
倫
理
１

�
  法
曹
倫
理
２

�
  民
事
訴
訟
 

実
務
基
礎
 

  刑
事
訴
訟
 

実
務
基
礎
 

 法
文
書
作
成

�
  ロ
ー
ヤ
リ
ン
グ

�
    リー
ガ
ル・
クリ
ニッ
ク

�
   エ
ク
ス
タ
ー
ン
 

シ
ッ
プ
 

   法
シ
ス
テ
ム
概
論

�
    法
的
思
考
法

�
   レ
ト
リ
ッ
ク
理
論

�
   法
理
学

�
  外
国
法（
英
米
）�

  政
治
学

�
    金
融
論

�

実
・
み

�
 

兼
任

�
 

実
・
み

�
兼
任

�
実
・
み

�
実
・
み

�
専

�
実
・
専

�
実
・
専

�
実
・
み

�
実
・
専

�
実
・
み

�
実
・
専

�
兼
任

�
実
・
専

�
実
・
み

�
実
・
み

�
実
・
み

�
実
・
専

�
実
・
み

�
実
・
み

�
実
・
み

�
兼
任

�
実
・
専

�
実
・
み

�
実
・
み

�
実
・
み

�
専

�
実
・
専

�
実
・
み

�
実
・
み

�
実
・
み

�
  専

�    専
�    専
�   専
�   

兼
担

�
    

実
・
専

�

 

前
期

�
  

後
期

�
  

前
期

�
� �

前
期

�
 

後
期

�
 

前
期

�
  

後
期

�
� � � �

夏
季
集
中

�
� � �

夏
季
集
中

�
� � � �

前
期
集
中

�
� � � �

前
期

�
   

後
期

�
   

後
期

�
  

前
期

�
  

後
期

�
    

前
期

�

学
 期
 

担
当
教
員
 

名
　
前
 

分
類
 

授
業
科
目
内
容
の
概
要
 

法 律 実 務 基 礎 科 目  基 礎 法 学 ・ 隣 接 科 目  

� 2� � � 2� � � 2� � � 2� � 2� � 2� � � 2� � � � � 1� � � � 1� � � � � 2� � � � � 2� � � � 2� � � � 2� � � 2� � � 2� � � � � 2単 位 数  

 

必
修

�
� �

選
択

�
�  

必
修

�
�  

必
修

�
�

必
修

�
 

選
択

�
�  

必
修

�
� � �

選
択
 

必
修

�
� � �

選
択
 

必
修

�
� � �

必
修

�
� � �

選
択
 

必
修

�
   

選
択
 

必
修

�
  

選
択
 

必
修

�
   

選
択
必
修

�
  

選
択
 

必
修

�
  

選
択
 

必
修
 

必 修 ・  

選 択 等  

 

講
義

�
� �

講
義

�
�  

講
義

�
�  

講
義

�
�

講
義

�
 
演
習

�
�  
演
習

�
� � � �
実
習

�
� � �

実
習

�
� � �  

講
義

�
� � � �

講
義

�
   

講
義

�
   

講
義

�
  

講
義

�
  

講
義

�
    

講
義

�

授 業 方 法  

（ 形   態 ） 

� � 4� � � � � 2� � � � 4� � � 2� � � 2� � � � � 1� � � � 1

� 34
� � � 41
� � � 35
� � � 36
� � 37
� � 42
� � � 38
� � � � � 39
� � � � 40
� � � � � 43
� � � � � 44
� � � � 45
� � � � 46
� � � 47
� � � 48
� � � � � 49

開 講 単 位  

数 合 計  

シ ラ バ ス 等  
の ペ ー ジ  

�

52（
0）

�
� �

13（
0）

�
� �

47（
0）

�
� �

48（
0）

�
�

53（
0）

�
�

43（
0）

�
� �

45（
0）

�
� � � �

27（
0）

�
� � �

19（
0）

�
� � � �

62（
0）

�
� � � �

46（
0）

�
� � �

42（
0）

�
� � �

38（
0）

�
� �

  9（
0）

�
� �

33（
0）

�
� � � �

20（
0）

�

15
� � 15
� � 15
�

15
�

30
�

30
�

30
�

30
�

30
�

30
�

30
�

30
�

16
�

14
�

30
�

30
�

30
�

30
�

15
�

15
�

15
�

15
�

7.
5�

15
�

15
�

15
�

15
�

30
�

2� 2� 2� 2� � � 30
� � � � 30
� � � � 30
� � � 30
� � � 30
� � � � � 30

時 間 数  

（ 時  間 ） 

 

毎
年

�
� �

毎
年

�
�  

毎
年

�
�  

毎
年

�
�

毎
年

�
 

毎
年

�
�  

毎
年
 

� � � �
毎
年

�
� � �

毎
年

�
� � �  

毎
年

�
� � � �

毎
年

�
   

毎
年

�
   

毎
年

�
  

毎
年

�
  

毎
年

�
    

毎
年

�

開 講 方 法  

� 2� � �
2・

3� � � 3� � � 3� � 2� � 3� � � 3� � � � � 3� � � � 3� � � � 1� � � � � �
2・

3� � � �

2・
3� � � � 3� � �

2・
3� � �

2・
3� � � � �

2・
3

配 当 年 次  

佐
藤
崇
文

�
 武
井
康
年

�
 佐
藤
崇
文

�
武
井
康
年

�
大
迫
唯
志

�
佐
藤
崇
文

�
田
邊
　
誠

�
小
濱
意
三

�
大
久
保
　
隆
　
志

�
石
口
俊
一

�
大
久
保
　
隆
　
志

�
石
口
俊
一

�
小
濱
意
三

�
佐
藤
　
勇

�
小
濱
意
三

�
大
迫
唯
志

�
石
口
俊
一

�
佐
藤
崇
文

�
小
濱
意
三

�
大
迫
唯
志

�
石
口
俊
一

�
佐
藤
崇
文

�
田
上
　
剛

�
小
濱
意
三

�
大
迫
唯
志

�
石
口
俊
一

�
佐
藤
崇
文

�
平
野
敏
彦

�
大
久
保
　
隆
　
志

�
大
迫
唯
志

�
石
口
俊
一

�
佐
藤
崇
文

�
  平
野
敏
彦

�
   平
野
敏
彦

�
   平
野
敏
彦

�
  田
邊
　
誠

�
  森
邊
成
一

�
    木
下
正
俊

�

** * * *

法
学
 

既
修
者
 

は
2年
次

��
（
　
） 

受 講 学 生 数  

（ う ち 、 L
S
外  

の 学 生 ） 



－ 49－

消
費
者
取
引
に
お
け
る
消
費
者
被
害
の
概
要
と
そ
の
救
済
の
た
め
の
法
的
構
成
を
検
討
し
た
う
え
で
、弁
護
士
と
し
て
の

実
践
的
な
主
張
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
を
学
習
す
る
。
具
体
的
に
は
、消
費
者
保
護
の
た
め
の
民
法
の
総
則
、不
法
行
為
、

契
約
関
係
を
有
機
的
・
系
統
的
に
理
解
し
た
う
え
、消
費
者
保
護
特
別
法
の
知
識
を
も
習
得
し
て
被
害
者
の
救
済
手
段
を

検
討
す
る
。

�
物
権
変
動
の
把
握
か
ら
登
記
申
請
に
至
る
ま
で
の
手
続
理
論
を
具
体
的
な
書
式
等
を
織
り
交
ぜ
て
解
説
す
る
。ま
た
、登

記
の
効
力
、登
記
情
報
の
真
実
性
、登
記
の
真
正
担
保
と
い
う
登
記
法
の
諸
問
題
と
こ
れ
ま
で
の
慣
行
で
あ
っ
た
同
時
決

済
型
の
不
動
産
取
引
と
登
記
申
請
方
法
と
し
て
の
電
子
申
請
と
の
不
整
合
の
問
題
な
ど
の
現
代
登
記
実
務
の
問
題
点
に

つ
い
て
検
討
し
、取
引
社
会
に
お
け
る
登
記
の
役
割
と
そ
の
実
現
方
法
に
つ
い
て
習
得
す
る
。

�

１
）
別
途
開
設
さ
れ
る「
金
融
取
引
法
」
、「
先
端
金
融
法
」と
の
関
連
に
も
留
意
し
つ
つ
授
業
す
る
。

�
２
）
金
融
シ
ス
テ
ム
を
、金
融
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
機
能
体
と
捉
え
、そ
の
有
す
る
諸
側
面
を

法
的
観
点
か
ら
整
理
し
分
析
を
加
え
る
。

�
３
）
近
年
の
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
や
金
融
危
機
対
応
の
成
果
で
あ
る
各
種
の
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
立
法
や
信
用
秩
序
維
持

立
法
等
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、金
融
シ
ス
テ
ム
と
法
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、よ
り
明
確
な
展
望
を
も
て
る
よ
う
討
議
を
行
う
。

�
１
）
資
産
流
動
化
、集
団
投
資
（
フ
ァ
ン
ド
）
、デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
先
端
的
な
金
融
を
対
象
に
、こ
れ
ら
を
規
律
す
る
法

制
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
、講
義
と
討
議
を
行
う
。

�
２
）こ
れ
ら
の
先
端
的
な
金
融
分
野
は
、そ
れ
を
規
律
す
る
法
律
の
整
備
も
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、授
業
で
は
、取
引

の
最
新
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
し
つ
つ
、法
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

�

１
）
司
法
試
験
選
択
科
目
の
「
国
際
関
係
法
（
私
法
系
）
」
の
範
囲
で
あ
る「
国
際
取
引
法
」
の
授
業
科
目
。

�
２
）
国
際
的
な
商
取
引
に
固
有
の
法
令
・
規
則
を
講
義
し
、あ
わ
せ
て
国
際
私
法
に
も
言
及
す
る
。

�
３
）
な
お
、司
法
試
験
で
「
国
際
関
係
法
（
私
法
系
）
」を
選
択
す
る
場
合
に
は
、本
授
業
と「
国
際
民
事
訴
訟
法
」を
受
講

す
る
こ
と
。

�

１
）
司
法
試
験
選
択
科
目「
倒
産
法
」
に
対
応
す
る
授
業
で
あ
る
。

�
２
）
夏
季
集
中
の
「
倒
産
処
理
法
２
」を
併
せ
て
履
修
す
る
こ
と
が
必
修
。

�
３
）
破
産
手
続
と
再
生
手
続
の
概
要
を
条
文
に
沿
っ
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

�
４
）
破
産
法
、破
産
規
則
、民
事
再
生
法
と
民
事
再
生
規
則
を
条
文
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
。

�

１
）
司
法
試
験
選
択
科
目
の
「
国
際
関
係
法
（
私
法
系
）
」
の
範
囲
で
あ
る「
国
際
民
事
手
続
法
」
の
授
業
科
目
。

�
２
）
国
際
的
な
民
商
事
の
紛
争
（
財
産
関
係
、人
事
・
身
分
関
係
）が
生
じ
た
場
合
の
解
決
方
法
を
講
義
。

�
３
）
な
お
、司
法
試
験
で
「
国
際
関
係
法
（
私
法
系
）
」を
選
択
す
る
場
合
に
は
、本
授
業
と「
国
際
取
引
法
」を
受
講
す
る

こ
と
。

�

独
自
の
法
分
野
と
し
て
形
成
さ
れ
た
環
境
法
の
固
有
の
意
義
・
対
象
領
域
・
理
念
・
基
本
原
則
等
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で

各
種
の
規
制
法
か
ら
成
る
法
体
系
・
法
制
度
の
概
要
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、水
俣
病
訴
訟
な
ど
の
個
別
裁
判
事
例
を
対

象
に
事
例
研
究
も
行
う
。

�
授
業
は
、前
半
（
前
期
）を
研
究
者
教
員
が
、後
半
（
後
期
）を
弁
護
士
が
オ
ム
ニ
バ
ス
で
行
う
。

�

民
事
執
行
法
お
よ
び
民
事
保
全
法
を
中
心
と
し
て
、強
制
執
行
お
よ
び
担
保
権
の
実
行
手
続
、な
ら
び
に
、仮
執
行
お
よ
び

仮
処
分
の
発
令
・
執
行
手
続
を
学
ぶ
。

�

同
族
中
小
企
業
の
実
態
と
そ
の
税
法
的
取
扱
い
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、税
法
の
基
本
を
理
解
し
、実
務
に
直
結
し
た
理

解
を
得
る
。

�

社
会
保
険
お
よ
び
社
会
福
祉
に
関
わ
る
法
制
度
の
仕
組
み
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

�

１
）
予
防
法
学
と
し
て
の
債
権
管
理

�
２
）
紛
争
処
理
と
し
て
の
債
権
回
収
（
任
意
回
収
、強
制
回
収
）

�

ま
ず
、知
的
財
産
法
の
全
体
構
造
を
理
解
す
る
。
次
い
で
、著
作
権
法
を
中
心
に
基
礎
知
識
の
習
得
と
体
系
的
理
解
を
図

る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。さ
ら
に
、具
体
的
な
問
題
解
決
に
必
要
な
法
的
分
析
能
力
や
批
判
的
思
考
能
力
、多
様
な
解
決
方

法
を
見
い
だ
す
た
め
の
創
造
的
思
考
能
力
の
養
成
を
目
標
と
す
る
。

�

ま
ず
、知
的
財
産
法
の
全
体
構
造
を
理
解
す
る
。
次
い
で
、特
許
法
を
中
心
に
基
礎
知
識
の
習
得
と
体
系
的
理
解
を
図
る

こ
と
を
目
標
と
す
る
。さ
ら
に
、具
体
的
な
問
題
解
決
に
必
要
な
法
的
分
析
能
力
や
批
判
的
思
考
能
力
、多
様
な
解
決
方
法

を
見
い
だ
す
た
め
の
創
造
的
思
考
能
力
の
養
成
を
目
標
と
す
る
。

�

１
）
別
途
開
設
さ
れ
る「
金
融
シ
ス
テ
ム
法
」
、「
先
端
金
融
法
」と
の
関
連
に
も
留
意
し
つ
つ
授
業
す
る
。

�
２
）
預
金
、貸
出
、為
替
等
の
銀
行
取
引
を
主
な
対
象
と
す
る
が
、よ
り
幅
広
い
金
融
取
引
に
関
す
る
法
的
問
題
を
取
り
扱
う
。

�

企
業
の
資
金
調
達
、資
本
の
再
構
成
な
ど
企
業
金
融
を
め
ぐ
る
法
制
度
に
つ
い
て
学
ぶ
。こ
の
分
野
は
、会
社
法
、税
法
、

会
計
基
準
等
に
よ
る
規
制
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
。
金
融
活
動
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
論
の
基
礎

的
な
考
え
方
も
示
す
。

�

１
）
司
法
試
験
選
択
科
目「
倒
産
法
」
に
対
応
す
る
授
業
で
あ
る
。

�
２
）
前
期
の
「
倒
産
処
理
法
１
」を
履
修
し
て
い
る
こ
と
が
必
修
で
あ
る
。

�
３
）
破
産
法
、破
産
規
則
、民
事
再
生
法
と
民
事
再
生
規
則
を
中
心
と
し
て
授
業
を
行
う
。

�

規
制
が
十
分
に
及
ば
な
い
領
域
で
労
使
の
権
利
保
護
や
労
使
間
の
利
益
調
整
が
い
か
に
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
観

点
か
ら
、労
働
契
約
及
び
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
労
使
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
学
び
、そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

�

１
）
法
律
の
条
文
を
読
み
こ
な
し
正
確
に
理
解
す
る
。

�
２
）
集
団
的
労
使
関
係
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
法
解
釈
や
法
理
論
を
理
解
す
る
。

�
３
）
現
実
に
問
題
と
な
る
事
案
に
対
し
て
法
的
な
考
察
を
行
い
、理
論
立
て
て
他
者
に
説
明
す
る
能
力
を
修
得
す
る
。

�
日
本
に
お
け
る
現
行
の
実
定
法
規
が
労
働
者
保
護
の
た
め
に
い
か
な
る
法
的
規
制
を
課
し
て
い
る
か
を
正
確
に
理
解
す

る
こ
と
を
中
心
に
扱
い
、労
働
基
準
法
を
は
じ
め
と
す
る
労
働
者
保
護
法
規
の
意
義
や
法
的
規
制
の
構
造
を
理
解
す
る
。

ま
た
、そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

�

１
）
少
年
法
に
関
す
る
事
例
を
検
討
し
な
が
ら
、そ
の
都
度
生
じ
得
る
具
体
的
な
問
題
点
を
議
論
す
る
。

�
２
）
一
般
法
で
あ
る
刑
事
訴
訟
法
の
原
理
・
原
則
に
立
ち
返
り
、特
別
法
と
し
て
の
少
年
法
の
理
解
を
深
め
る
。

�
３
）
成
人
刑
事
手
続
と
少
年
刑
事
手
続
の
異
同
を
常
に
意
識
し
な
が
ら
、両
者
の
理
解
を
同
時
に
深
め
る
。

�

金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
わ
が
国
の
資
本
市
場
の
規
制
に
つ
い
て
、そ
の
概
要
を
実
例
を
交
え
な
が
ら
講
義
す
る
。

�

科
　
　
目
 

授
業
科
目
名
 

消
費
者
法

�

不
動
産
登
記
法

�

債
権
回
収
法

�

知
的
財
産
法
１

�

知
的
財
産
法
２

�

金
融
取
引
法

�

企
業
金
融
法

�

金
融
商
品
取
引
法

�

金
融
シ
ス
テ
ム
法

�

先
端
金
融
法

�

国
際
取
引
法

�

民
事
執
行
保
全
法

�

倒
産
処
理
法
１

�

倒
産
処
理
法
２

�

国
際
民
事
訴
訟
法

�

労
働
契
約
法

�

労
使
関
係
法

�

雇
用
関
係
法

�

社
会
保
障
法

�

少
年
法

�

税
法

�

環
境
法

�

後
期

�

前
期

�

前
期

�

前
期

�

後
期

�

前
期

�

前
期

�

前
期

�

後
期

�

後
期

�

後
期

�

夏
季
集
中
 

前
期

�

前
期
集
中
 

前
期

�

後
期

�

後
期

�

前
期

�

前
期

�

後
期

�

後
期

�

通
年

�

選
択

�

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

選
択
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

毎
年
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

講
義
 

山
田
延
廣

�

酒
井
寿
夫

�

寺
垣
　
玲

�

板
倉
集
一

�

板
倉
集
一

�

木
下
正
俊

�

片
木
晴
彦

�

片
木
晴
彦

�

木
下
正
俊

�

木
下
正
俊

�

小
梁
吉
章

�

佐
野
裕
志

�

小
梁
吉
章

�

谷
口
安
平

�

小
梁
吉
章

�

緒
方
桂
子

�

緒
方
桂
子

�

緒
方
桂
子

�

緒
方
桂
子

�

吉
中
信
人

�

杉
岡
　
茂

�

2

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15
�

15

兼
任

�

兼
任

�

兼
任

�

兼
任

�

兼
任

�

実
・
専

�

専
�

専
�

実
・
専

�

実
・
専

�

実
・
専

�

兼
任

�

実
・
専

�

兼
任

�

実
・
専

�

専
�

専
�

専
�

専
�

兼
担

�

兼
任

�

兼
任

�

兼
任
 

富
井
利
安

�

田
上
　
剛
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18（
0）

�

13（
0）

�

21（
0）

�

44（
0）

�

2（
0）

�

2（
0）

�

3（
0）

�

34（
0）

�

7（
0
）�

2（
0）

�

2（
0）

�

21（
0）

�

44（
0）

�

32（
0）

�

16（
0）

�

26（
0）

�

13（
0）

�

13（
0）

�

17（
0）

�

24
（

0
）�

2（
0）

�

9（
0）

�

7150 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

3 3 3 3 3 3 3 2・
3 3 2・
3 3 3 3 3 2・
3

2・
3 3 3 3 3 3

学
 期
 

担
当
教
員
 

名
　
前
 

分
類
 

授
業
科
目
内
容
の
概
要
 

展 　 開 　 ・ 　 先 　 端 　 科 　 目  

単 位 数  

必 修 ・  

選 択 等  

授 業 方 法  

（ 形   態 ） 

開 講 単 位  

数 合 計  

シ ラ バ ス 等  
の ペ ー ジ  

時 間 数  

（ 時  間 ） 

開 講 方 法  

2・
3

配 当 年 次  

* * * * * * ******

受 講 学 生 数  

（ う ち 、 L
S
外  

の 学 生 ） 
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参考資料　３

広
島
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
法
務
専
攻
 

種
　
別
 

平
成
 

19
年
度

�
法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

60
� � 60
� � 60
� � 60

17
3（

54
）�

89（
20
）�

18
8（

48
）�

10
2（

29
）�

12
3（

36
）�

65（
12
）�

28
6（

82
）�

20
0（

49
）�

（
　
）�

（
　
）�

85（
26
）�

5（
  2
）�

77（
26
）�

9（
  2
）�

62（
16
）�

15（
  2
）�

60（
13
）�

19（
  5
）�

（
　
）�

（
　
）�

58（
18
）�

4（
  1
）�

49（
15
）�

9（
  2
）�

44（
13
）�

12（
  2
）�

47（
  8
）�

14（
  4
）�

（
　
）�

（
　
）�

9（
  3
）�

0（
  0
）�

9（
  4
）�

（
　
）�

8（
  2
）�

2（
  0
）�

8（
  3
）�

1（
  1
）�

（
　
）�

（
　
）�

1（
  1
）�

1（
  0
）�

1（
  1
）�

（
　
）�

4（
  2
）�

1（
  0
）�

1（
  0
）�

（
　
）�

（
　
）�

（
　
）�

0（
  0
）�

0（
  0
）�

1（
  0
）�

（
　
）�

1（
  1
）�

（
　
）�

（
　
）�

（
　
）�

（
　
）�

（
　
）�

0（
  0
）�

0（
  0
）�

1（
  0
）�

（
　
）�

2（
  1
）�

（
　
）�

（
　
）�

（
　
）�

（
　
）�

（
　
）�

24（
  8
）�

0（
  0
）�

24（
  9
）�

2（
  0
）�

10（
  4
）�

4（
  0
）�

9（
  1
）�

3（
  0
）�

（
　
）�

（
　
）�

12（
  2
）�

2（
  1
）�

5（
  0
）�

4（
  1
）�

5（
  0
）�

4（
  2
）�

10（
  2
）�

9（
  2
） 

（
　
）�

（
　
） 

7（
  3
）�

0（
  0
）�

4（
  1
）�

1（
  1
）�

3（
  1
）�

（
　
）�

4（
  0
） 

（
　
）�

（
　
） 

（
　
）�

5（
  1
）�

1（
  0
）�

3（
  0
）�

2（
  0
）�

11（
  2
）�

1（
  0
）�

15（
  2
）�

1（
  0
） 

（
　
）�

（
　
） 

12
.0

6� 0�

10
.2

�

11
.1

1�

9.
09

� 0�

8.
51

� 0

31
.0

3�

10
0�

20
.4

�

66
.6

6� 50
�

50
�

55
.3

1�

71
.4

2

43
.1

�

10
0�

30
.6

1�

77
.7

7�

59
.0

9� 50
�

63
.8

2�

71
.4

2

1.
03

�

�

0.
96

�

�

0.
93

�

�

1.
01

平
成
 

18
年
度

�

平
成
 

17
年
度

�

平
成
 

16
年
度
 

入
学
定
員
 

【
ａ
】
 

（
人
） 

志
願
者
数
 

（
人
） 

合
格
者
数
 

（
人
） 

入
学
者
数
 

【
ｂ
】
 

（
人
） 

入
学
定
員
 

超
過
率
 

〔
ｂ
／
ａ
〕 

入
学
者
数
内
訳
 

入
学
者
数
の
う
ち
社
会
人
経
験
を
有
す
る
者
等
の
割
合
 

自
大
学
の
法
学
関
係
の
 

学
部
出
身
者
 

自
大
学
の
法
学
関
係
 

以
外
の
学
部
出
身
者
 
他
大
学
の
法
学
関
係
の
 

学
部
出
身
者
 

他
大
学
の
法
学
関
係
 

以
外
の
学
部
出
身
者
 

法
学
関
係
以
外
の
 

学
部
出
身
者
 

（
社
会
人
経
験
を
有
し
な
い
者
） 

【（
ｄ
+ｇ
）／
ｂ
×
10
0】
 

社
会
人
経
験
を
 

有
す
る
者
 

【（
ｃ
+ｅ
+ｆ
+ｈ
）／
ｂ
×
10
0】
 

計
 

【（
ｃ+
ｄ+
ｅ+
ｆ+
ｇ+
ｈ）
／ｂ
×
10
0】
 

社
会
人
経
験
を
 

有
し
な
い
者
 

（
人
） 

社
会
人
経
験
を
 

有
す
る
者
 

【
ｃ
】
 

（
人
） 

（
人
） 

（
人
） 

（
人
） 

（
人
） 

（
人
） 

（
人
） 

社
会
人
経
験
を
 

有
し
な
い
者
 

【
ｄ
】
 

社
会
人
経
験
を
 

有
す
る
者
 

【
ｅ
】
 

社
会
人
経
験
を
 

有
し
な
い
者
 

社
会
人
経
験
を
 

有
す
る
者
 

【
ｆ
】
 

社
会
人
経
験
を
 

有
し
な
い
者
 

【
ｇ
】
 

社
会
人
経
験
を
 

有
す
る
者
 

【
ｈ
】
 

（
%
） 

（
%
） 

（
%
） 

３
．
学
生
数
の
状
況
（
Ｈ

1
9
年
５
月
現
在
）
 

３
－
１
．
入
学
定
員
関
係
 

種
　
別
 

平
成

19
年
度
 

 

平
成

18
年
度
 

 

平
成

17
年
度
 

 

平
成

16
年
度
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

法
学
未
修
者
 

法
学
既
修
者
 

１
年
次
 

71（
20
）� �

62（
18
）� �

54（
16
）� �

47（
  8
）� �

（
　
）�

２
年
次
 

54（
18
）�

5（
  1
）�

44（
12
）�

10（
  2
）�

34（
  5
）�

12（
  2
）� �

14（
  4
）�

（
　
）�

（
　
）�

３
年
次
 

46（
  9
）�

11（
  2
）�

29（
  5
）�

12（
  3
）� �

13（
  4
）� � �

（
　
）�

（
　
）�

３
－
２
．
在
籍
者
関
係
 

社
会
人
（
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
）
の
定
義
に
つ
い
て
 

３
年
以
上
の
社
会
的
経
験
を
有
す
る
者
 

   他
学
部
出
身
者
の
定
義
に
つ
い
て
 

非
法
学
部
出
身
者
 

※
（
　
）
は
女
子
で
内
数
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３－３．進級及び修了の状況 広島大学大学院法務研究科法務専攻

【１年次生】

【２年次生】

【３年次生】

※（ ）は女子で内数

年　度 進級判定
対象者数（A） 進級者数（B） 仮進級者数 原級留置者数 左のうち

休学者数
進級率
（B/A）

平成16年度 46（ 8） 31（ 4） 4（ 1） 11（ 3） 6（ 2） 67.39

平成17年度 54（16） 34（11） 5（ 1） 15（ 4） 10（ 4） 62.96

平成18年度 61（17） 32（11） 15（ 4） 14（ 2） 5（ 0） 52.45

年　度 進級判定
対象者数（A） 進級者数（B） 仮進級者数 原級留置者数 左のうち

休学者数
進級率
（B/A）

平成16年度 13（ 4） 13（ 4） 0 0 0 100

平成17年度 46（ 7） 27（ 5） 13（ 2） 6（ 0） 2（ 0） 58.69

平成18年度 53（14） 30（ 8） 15（ 3） 8（ 3） 1（ 0） 56.6*

年　度 修了判定
対象者数（A） 修了者数（B） 留年者数 左のうち

休学者数
備　考 修了率

（B/A）

平成17年度 13（ 4） 12（ 3） 1（ 1） 0 92.3*

平成18年度 41（ 8） 29（ 8） 12（ 0） 1（ 0） ※9月修了1名含む 70.73

平成19年度 1（ 0） 1（ 0） 0 0 ※9月修了
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参考資料　４

１
年
次
 

３
年
次
（
２
年
次
生
の
選
択
科
目
も
受
講
可
能
で
す
。
２
年
次
生
の
時
間
割
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

１
・
２
（

10
:0

0
～

12
:0

0）
 

授
　
業
　
科
　
目
　
名
 

月
 

火
 

水
 

木
 

金
 

ａ
民
法
５
 

 ａ
民
法
３
 

担
当
教
員
 
講
義
室
 

３
・
４
（

13
:0

0
～

15
:0

0）
�

授
　
業
　
科
　
目
　
名
 

担
当
教
員
 
講
義
室
 

５
・
６
（

15
:2

0
～

17
:2

0）
�

授
　
業
　
科
　
目
　
名
 

担
当
教
員
 
講
義
室
 

神
　
野
 

 
岡
　
本
 

30
2� �

30
2

ａ
憲
法
３
 

ａ
民
法
１
 

ａ
憲
法
１
 

ａ
民
事
訴
訟
法
１
 

ａ
刑
法
１
 

門
田
・
佐
伯
 

野
　
田
 

門
　
田
 

田
　
邊
 

小
　
田
 

30
2�

30
2�

30
2�

30
2�

30
2

ｃ
法
シ
ス
テ
ム
概
論
  ※
不
定
期
 

平
野
　
外
 

50
1

２
年
次
 

１
・
２
（

10
:0

0
～

12
:0

0）
 

授
　
業
　
科
　
目
　
名
 

月
 

火
 

水
 

木
 

金
 

 ａ
民
事
法
１
 

ｃ
法
的
思
考
法
 

ａ
刑
事
法
１
 

ａ
公
法
２
 

担
当
教
員
 
講
義
室
 

３
・
４
（

13
:0

0
～

15
:0

0）
�

授
　
業
　
科
　
目
　
名
 

担
当
教
員
 
講
義
室
 

５
・
６
（
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参考資料　５

５．広島大学大学院法務研究科教員選考基準内規
平成16年４月１日

研究科長決裁

広島大学大学院法務研究科教員選考基準内規

（趣　旨）

第１条　この内規は、広島大学教員選考基準規則（平成16年４月１日規則第82号）第７条の規定に

基づき、広島大学大学院法務研究科（以下「研究科」という。）の教員の選考基準に関し必

要な事項を定めるものとする。

（選考の一般原則）

第２条　教員の選考は、次条以下の基準に従い、その担当する専門分野に関する教育能力及び研究

上又は研究に通ずる実務上の見識をその者が有するかどうかを判定することにより行うもの

とする。

（教授の資格）

第３条　教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

A 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、優れた教

育能力及び学術の水準を高めるに足る顕著な業績を有する者

B 学位規則（昭和28年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国において

授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、優れた教育能力及び学術の水準を高め

るに足る顕著な業績を有する者

C 教育能力及び研究上の業績が前２号の者に準ずると認められる者

D 実務の経験に照らし、前３号のいずれかに該当する研究者に相当する教育能力及び見識

を有すると認められる者

（助教授の資格）

第４条　助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

A 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、優れた教

育能力及び学術の水準を高めるに足る業績を有する者

B 学位規則（昭和28年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国において

授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、優れた教育能力及び学術の水準を高め

るに足る業績を有する者

C 教育能力及び研究上の業績が前２号の者に準ずると認められる者

D 実務の経験に照らし、前３号のいずれかに該当する研究者に相当する教育能力及び見識

を有すると認められる者

（講師の資格）

第５条　講師となることのできる者は、第３条又は前条に規定する教授又は助教授に準ずる教育能

力及び見識を有すると認められる者とする。
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（助手の資格）

第６条　助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

A 修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者

B 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

附　則

１　この内規は、平成16年４月１日から施行する。

２　この内規施行の際既に広島大学法学部教員選考基準細則において選考されている者は、この

内規により選考されたものとみなす。
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参考資料　６

６．広島大学大学院法務研究科教員選考細則
平成16年４月１日

研究科長決裁

広島大学大学院法務研究科教員選考細則
（趣　旨）

第１条　この細則は、広島大学大学院法務研究科運営内規（平成16年４月１日研究科長決裁）第10

条の規定に基づき、広島大学大学院法務研究科（以下「研究科」という。）の教員選考手続

きに関し必要な事項を定めるものとする。

（人事の発議）

第２条　研究科の教員の選考を行う場合、研究科長は研究科教授会（以下「教授会」という。）に

人事の発議を提案し、その決議により開始する。

（選考委員会）

第３条　教授会は、３人の教授で組織する選考委員会（以下「委員会」という。）を発足させる。

２　委員会の委員は、選考しようとする講座から２人及び当該講座以外の講座から１人とす

る。

３　委員は、研究科長が指名し、教授会の承認を得るものとする。

４　委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

（選　考）

第４条　教員の選考は、原則として公募制によるものとする。ただし、公募によらない選考を行う

場合は、事前に委員会は研究科長にその理由書を提出し、教授会の承認を得なければならな

い。

２　委員会は、速やかに公募書類の作成及び送付先の選定を行うものとする。

３　委員会は、教員候補予定者について、広島大学大学院法務研究科教員選考基準内規に基づ

き審査し、適任者がある場合に１人の候補者を選定する。

４　委員会は、候補者の選定終了後１週間の間、当該候補者の審査資料を教授会構成員に公開

するものとする。

５　委員長は、候補者の選考経過報告書等を作成し、審査資料公開後最初に開催される教授会

において審査結果を報告するものとする。

６　委員会は、その任務が終了したとき解散する。

（候補者の決定）

第５条　候補者は、前条第５項の報告の後、教授会での投票による出席者の３分の２以上の賛成を

もって決定する。

２　投票には、不在者投票を認める。不在者投票は、開催日の前日の17時までとする。

（雑　則）

第６条　この細則に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定

める。

附　則

この細則は、平成16年４月１日から施行する。
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参考資料　７

７．広島大学大学院法務研究科運営内規
平成16年４月１日

研究科長決裁

広島大学大学院法務研究科運営内規

（趣　旨）

第１条　この内規は、広島大学部局運営規則（平成16年４月１日規則第31号。以下「規則」という。）

第24条の規定に基づき、広島大学大学院法務研究科（以下「研究科」という。）の管理運営

等に関し必要な事項を定めるものとする。

（研究科長）

第２条　規則第３条第１項に規定する部局長は、研究科長とする。

２　研究科長の選考に関し必要な事項は、広島大学大学院法務研究科長候補者選考内規（平成

16年４月１日研究科長決裁）の定めるところによる。

（副研究科長）

第３条　規則第４条第１項に規定する副部局長は、副研究科長とする。

２　副研究科長の任期は、当該研究科長の任期を超えないものとする。

（研究科長補佐）

第４条　規則第５条に規定する部局長補佐は、研究科長補佐とする。

２　規則第５条第２項の規定に基づく研究科長補佐は、研究科の専任の教員のうちから研究科

長が指名する。

３　前項の研究科長補佐の任期は、当該研究科長の任期を超えないものとする。

（講座主任）

第５条　規則第８条の規定に基づき、研究科の各講座に講座主任を置く。

２　講座主任は、当該講座の教授のうちから当該講座が選考する。

３　講座主任の任期は、２年とし、再任を妨げない。

４　講座主任が辞任したとき、又は欠員になったときの後任者の任期は、その任命の日から起

算して１年を経過した日の属する年度の末日とする。

（研究科長室）

第６条　規則第６条第２項に規定する研究科長室は、室長である研究科長、副研究科長、研究科長

補佐及び講座主任で組織する。

２　研究科長室に、前項に規定する者のほか、研究科長が必要と認める者を加えることができ

る。

（教授会）

第７条　規則第11条第１項に規定する教授会は、研究科教授会（以下「教授会」という。）とする。

２　教授会の運営に関し必要な事項は、広島大学大学院法務研究科教授会内規（平成16年４月

１日研究科長決裁）の定めるところによる。

（附属施設）

第８条　広島大学学則（平成16年４月１日規則第１号）第13条第１項に規定するリーガル・サービ

ス・センターに関し必要な事項は、広島大学大学院法務研究科附属リーガル・サービス・セ

ンター内規（平成17年３月22日研究科長決裁）に定めるところによる。
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（委員会）

第９条　広島大学の教員の任期に関する規則（平成16年４月１日規則第83号）第３条に規定する人

事交流委員会に関し必要な事項は、広島大学大学院法務研究科人事交流委員会内規（平成16

年４月１日研究科長決裁）の定めるところによる。

第10条　前条に規定する委員会のほか、研究科に、研究科の専門的な事項を協議し、必要に応じて

その処理に当たるため、次に掲げる委員会を置く。

A 評価委員会

B 入試委員会

C 教務委員会

D その他研究科長が必要と認めた委員会

２　委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（雑　則）

第11条　この内規に定めるもののほか、研究科の管理運営等に関し必要な事項は、教授会が定め

る。

附　則

この内規は、平成16年４月１日から施行する。

附　則

この内規は、平成17年10月24日から施行し、この内規による改正後の広島大学大学院法務研究

科運営内規の規定は、平成17年４月１日から適用する。



－ 64－

参考資料　８

８．広島大学大学院法務研究科教授会内規
平成16年４月１日

研究科長決裁

広島大学大学院法務研究科教授会内規

（趣　旨）

第１条　この内規は、広島大学部局運営規則（平成16年４月１日規則第31号。以下「規則」という。）

第13条の規定に基づき、広島大学大学院法務研究科（以下「研究科」という。）の教授会の

運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（組　織）

第２条　教授会は、次に掲げる構成員で組織する。

A 研究科長

B 副研究科長

C 研究科長補佐

D 教授（前３号に規定する者を除く。）

（審議事項）

第３条　教授会は、次に掲げる事項を審議する。

A 長期的な目標、中期目標・中期計画及び年度計画における教育、研究及び社会貢献活動

に関する事項

B 教員の人事に関する事項

C 学生の受入れと身分に関する事項

D 学位の授与に関する事項

E 教育課程に関する事項

F 研究活動に関する事項

G 社会貢献活動に関する事項

H 諸規則の制定及び改廃に関する事項

I その他研究科長が必要と認めた事項

（会議の運営等）

第４条　教授会は、原則として毎月第４月曜日に開催するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、研究科長は必要と認めたとき、または構成員の３分の１以上か

らの要求があったときは、教授会を招集することができる。

３　教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。

４　議長は、教授会を主宰する。

５　研究科長に事故があるときは、副研究科長が、議長の職務を代行する。

第５条　研究科長は、審議事項を開催日の前日までに各構成員に通知するものとする。ただし、緊

急を要する事項は、教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。

２　各構成員は、２人以上の賛成を得て、緊急の議題を提出することができるものとする。
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第６条　教授会は、海外渡航者、１月以上の長期出張者、１月以上の長期療養者及び休職者を除く

構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

２　教授会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。

３　前２項の規定にかかわらず、第３条に規定する審議事項のうち、次に掲げる事項について

審議する場合は、海外渡航者、１月以上の長期出張者、１月以上の長期療養者及び休職者を

除く構成員の３分の２以上の出席を必要とし、出席者の３分の２以上により決する。

A 教員の人事に関する事項

B 学位の授与に関する事項

C その他研究科長が必要と認めた事項

第７条　議長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。

（代議員会）

第８条　代議員会は、次に掲げる構成員で組織する。

A 研究科長

B 副研究科長

C 研究科長補佐

D 講座主任

E 各講座が、それぞれその教授のうちから推薦する者１人

第９条　代議員会に審議を付託する事項は、教授会が定める。

第10条　代議員会は、研究科長が必要と認めたときに開催するものとする。

２　代議員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。

３　議長は、代議員会を主宰する。

４　研究科長に事故があるときは、研究科長があらかじめ指名した副研究科長が、議長の職務

を代行する。

第11条　代議員会は、海外渡航者、１月以上の長期出張者、１月以上の長期療養者及び休職者を除

く構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

２　代議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。

３　前２項の規定にかかわらず、教授会が審議を付託した事項のうち、次に掲げる事項につい

て審議する場合は、海外渡航者、１月以上の長期出張者、１月以上の長期療養者及び休職者

を除く構成員の３分の２以上の出席を必要とし、出席者の３分の２以上により決する。

A 教員の人事に関する事項

B 学位の授与に関する事項

C その他研究科長が必要と認めた事項

第12条　議長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと
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ができる。

（雑　則）

第13条　この内規に定めるもののほか、教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は、教授会が

定める。

附　則

この内規は、平成16年４月１日から施行する。



－ 67－

参考資料　９

９．法務研究科運営組織一覧
平成19年度　大学院法務研究科　運営組織一覧

民 事 法 講 座 刑 事 法 講 座 公法・基礎法学講座

教　授　　岡　本　友　子
教　授　　片　木　晴　彦
教　授　　木　下　正　俊
教　授　　小　濱　意　三
教　授　　小　梁　吉　章
教　授　　佐　藤　崇　文
教　授　　大　迫　唯　志
教　授　　田　邊　　　誠
准教授　　野　田　和　裕
准教授　　緒　方　桂　子
准教授　　神　野　礼　斉

教　授　　石　口　俊　一
教　授　　大久保　隆　志
教　授　　小　田　直　樹

教　授　　佐　伯　祐　二
教　授　　平　野　敏　彦
教　授　　門　田　　　孝

法務研究科長 田　邊　　　誠 任期：18.４.１～20.３.31

副研究科長 平　野　敏　彦 任期：（研究科長の任期内）
研究科長補佐（総務担当） 寺　脇　義　則
講座主任（民事法） 木　下　正　俊 任期：18.４.１～20.３.31

講座主任（刑事法） 大久保　隆　志 任期：18.４.１～20.３.31

講座主任（公法・基礎法学） 佐　伯　祐　二 任期：18.４.１～20.３.31

会議・委員会名 委　員　構　成 委　員　名 備　　　考

研究科長室

研究科長
副研究科長
研究科長補佐
講座主任（民事法）
講座主任（刑事法）
講座主任（公法・基礎法学）

田　邊　　　誠
平　野　敏　彦
寺　脇　義　則
木　下　正　俊
大久保　隆　志
佐　伯　祐　二

教　授　会

研究科長
副研究科長
研究科長補佐
教授（役職指定の者を除く）

田　邊　　　誠
平　野　敏　彦
寺　脇　義　則

代 議 員 会

研究科長
副研究科長
研究科長補佐
講座主任（民事法）
講座主任（刑事法）
講座主任（公法・基礎法学）
各講座が推薦する教授１名（民事法）
各講座が推薦する教授１名（刑事法）
各講座が推薦する教授１名（公法・基礎法学）

田　邊　　　誠
平　野　敏　彦
寺　脇　義　則
木　下　正　俊
大久保　隆　志
佐　伯　祐　二
片　木　晴　彦
小　田　直　樹
門　田　　　孝

人事交流委員会

評価委員会 平　野　敏　彦
木　下　正　俊

入試委員会 大久保　隆　志
佐　伯　祐　二

教 務 委 員 片　木　晴　彦
小　田　直　樹

図書関連担当者 佐　伯　祐　二

東 千 田 地 区
安全衛生委員会

東千田地区安全衛生管理者
東千田地区産業医
東千田地区教育研究学生支援室長
届け出を要する衛生管理者
労働者代表者からの推薦者
労働者代表者からの推薦者
労働者代表者からの推薦者

田　邊　　　誠
横　崎　恭　之
寺　脇　義　則
今　田　隆　善
岡　本　友　子
門　田　　　孝
福　原　智　美




